
市県民税の申告が必要な人
令和 年 月 日現在、うきは市に住所を有する人で、次に該当する人

１．営業･農業･不動産･配当･雑･一時･譲渡などの収入がある人で、所得税の確定申告が不要な人

２．給与所得者（パート・アルバイト等の収入を含む）で
●勤務先から給与支払報告書が市に提出されていない人
●給与以外の所得が 万円以下の人（給与以外の所得が 万円以下のときは確定申告の
必要はありませんが、市県民税の申告は必要となります。）
●２か所以上の事業所から給与を受けている人
●年の中途で就職、退職した人で年末調整をしていない人

３．令和 年中に収入がなく、同居の家族の扶養親族になっていない人
（「所得がない」という内容で申告していただく必要があります。）

４．遺族年金や障害年金、失業保険などの非課税収入のみの人

※ただし、下記に該当する人は申告を行う必要がありません。

◆所得税の確定申告を行う人

◆令和 年中の所得が給与所得のみの人で、勤務先から市へ｢給与支払報告書｣が提出されている人

◆令和 年中の所得が公的年金等のみで、医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・寄付金
控除等の控除がない人

市県民税の申告は忘れずに

申告をしていないと、児童手当や児童扶養手当、保育園などの入園申請などに必要な所得課税
（非課税）証明書等の発行ができません。
また、国民健康保険税等の正しい算定が行えず、軽減措置が受けられません。

申告に必要なもの
１．令和 年度市県民税申告書
２．所得の計算に必要な書類
（１）給与・年金所得者・・・・・・源泉徴収票、給与明細書又は事業主の支払証明書
（２）給与・年金所得者以外・・・・営業、農業、不動産所得の人は収支内訳書
３．所得控除を受けられる場合は、それらの支払証明書、領収書等は申告書に添付し、医療費は
明細書を作成すること

申告書の提出
１．提出先 ●うきは市役所 税務課住民税係

（郵送の場合）〒 うきは市役所 税務課住民税係宛
●浮羽市民課（うきは市民センター２階）

２．提出期限 月 日（水）

申告書の郵送について
令和 年度の課税状況などを参考に、申告が必要と思われる人に「令和 年度市県民税申告書
兼国民健康保険税申告書（以下：市県民税申告書）」を１月中旬に郵送します。
※令和 年度の課税状況などを参考にしているため、ご自宅に市県民税申告書の郵送がない人で
も申告が必要な場合があります。下記事項を参考に該当する人は申告を行ってください。

令和 年度（令和 年中の所得分）市県民税申告のお知らせ
税務課住民税係 ☎
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